
奈
良
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
二
十
二
号

奈
良
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
も
の
」
を
「
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
受
け
た
林
業
従

事
者
等
」
の
下
に
「
及
び
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
「
農
商
工
等
連
携
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
中
小
企
業
者
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
（
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定

措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係

る
同
条
第
二
項
第
三
号
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の

資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
資
金
を
借
り
入
れ
る
場
合
は
十
二
年
又
は
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
に

従
つ
て
同
法
第
五
条
第
一
項
の
改
善
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
を
借
り
入
れ

る
場
合
は
十
五
年
）
」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
三
年
」
の
下
に

「
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
年
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
償
還
期
間
は
、
十
二
年
以
内

と
す
る
。

一

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五

十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
当
該
認
定
に
係
る
同
条
第

二
項
第
三
号
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金

の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
資
金
を
借
り
入
れ
る
場
合

二

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
当
該
認
定
に
係
る
同
条
第
二



項
第
二
号
ロ
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
借
り
入
れ
る
場
合

三

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
認
定
生
産
製
造
連
携
事

業
計
画
に
従
つ
て
同
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金

を
借
り
入
れ
る
場
合

四

公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十

六
号
）
第
十
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
認
定
木
材
製
造
高
度
化
計
画
に
従
つ
て
木
材
製

造
の
高
度
化
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
借
り
入
れ
る
場
合

第
五
条
第
三
項
中
「
通
知
し
、
」
の
下
に
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
「
通
知
し
、
」
の
下
に
「
同
項
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
貸
付
申
請
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
貸
付
け
を
し
な

い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
す
る
者

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
貸
付
け
決
定
の
取
消
し
）

知
事
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
者
が
同
条
第

第
五
条
の
二

二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
当
該
貸
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
貸
付
金
を
交
付
せ
ず
、

又
は
期
限
を
定
め
て
貸
付
金
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
貸
付

け
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
者
及
び
そ
の
者
の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所
長
並
び
に

事
務
委
託
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
三

項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。



「

「

１
２

年
目

１
３

年
目

１
４

年
目

１
５

年
目

１
２

年
目

償
還

額
償

還
額

償
還

額
償

還
額

償
還

額

第
一
号
様
式
中

を

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

」

」

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
４

条
第

４
項

第
４

条
第

５
項

「

１
２

年
月

日
円

１
３

年
月

日
円

第
五
号
様
式
中

１
４

年
月

日
円

１
５

年
月

日
円

円

「

円

１
２

年
月

日

を

円円

」

に
改
め
、
同
様
式

円
円



」

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
用
証
書
特
約
条
項
（
第
五
号
様
式
裏
面
）
第
一
条
中
「

」

い
づ

れ
か

に

を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

い
ず

れ
か

に
直

ち
に

甲
が

定
め

る
期

限
に

従
い

、

若
し

く
は
手

形
交

換
所

若
し

く
は

手
形

交
換

所
改

良
造

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「

、
、

」
を
「

」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次

成
改
良

さ
れ

造
成

さ
れ

、
、

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

乙
が

次
に

掲
げ

る
者

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

と
き

(11)
。

ア
暴

力
団

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

平
成

３
年

法
律

（

（

）

）

第
７

７
号

第
２

条
第

２
号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

以
下

同
じ

。
。

イ
暴

力
団

員
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
６

号

（

）

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

以
下

同
じ

。
。

ウ
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

す
る

者

第
五
号
様
式
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
用
証
書
特
約
条
項
（
第
五
号
様
式
裏
面
）
第
三
条
第
二

変
更

中
止

変
更

し
中
止

し
あ

っ

項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
特
約
条
項
第
六
条
第
二
項
中
「

、
、

、

」
を
「

」
に
改
め
、
同
特
約
条
項
第
七
条
第
一
項
中
「

」
を
「

」

た
場

合
あ

っ
た

と
き

丙
間

の
間

丙
間

に
改
め
、
同
特
約
条
項
第
九
条
第
一
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
特
約
条

又
は

そ
の

現
状

そ
の

現
状

項
中
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（

）

貸
付

金
の

返
還

第
条

乙
は

甲
が

県
貸

付
規

則
に

基
づ

き
貸

付
け

の
決

定
を

取
り

消
し

た
と

き
は

甲
が

定
め

る
13

、
、

期
限

に
従

い
借

入
金

を
甲

に
返

還
す

る
、

。

「

１
２

年
月

日
円

１
３

年
月

日
円

第
六
号
様
式
中

１
４

年
月

日
円

１
５

年
月

日
円



円

「

円

１
２

年
月

日

を

円円

」

に
改
め
、
同
様
式

円
円

」

い
づ

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
借
用
証
書
特
約
条
項
（
第
六
号
様
式
裏
面
）
第
二
条
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
特

れ
か

に
い

ず
れ

か
に

直
ち

に
甲

が
定

め
る

期
限

に
従

い
、

約
条
項
第
六
条
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
特
約
条
項

改
良

造
成

改
良

さ
れ

造
成

さ
れ

、
、

、

第
九
条
第
二
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

あ
っ

た
場

合
あ

っ
た

と
き「

１
２

年
月

日
円

１
３

年
月

日
円

第
七
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

１
４

年
月

日
円

１
５

年
月

日
円

円
１

２
年

月
日

円
円

「

円
１

３
年

月
日

円
円

１
２

を

円
１

４
年

月
日

円
円



円
１

５
年

月
日

円
円

」

年
月

日
円

円
１

２
年

月
日

円

に
改
め
る
。

円

」
附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
、
第
二
条
、
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
の
改
正
規
定
、
第
五
号
様
式
の
改
正
規
定

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
用
証
書
特
約
条
項
（
第
五
号
様
式
裏
面
）
第
一
条
中
第
十
一
号

を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
部
分
及
び
同
特
約
条
項
中
第
十
三
条
を

第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
六
号
様
式
か

ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
改
正
規
定

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

二

前
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
第
五
条
、
第
五
条
の

二
及
び
第
五
号
様
式
（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
用
証
書
特
約
条
項
（
第
五
号
様
式
裏
面
）
第

一
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
施
行
の
日
以
後
に
さ

れ
る
貸
付
け
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
貸
付
け
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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